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本
論
文
は
、
明
治
前
期
（
一
八
六
八
│
一
八
九
〇
年
）
の
府
県
庁
舎
営
繕
の
制
度
変

遷
お
よ
び
営
繕
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
国
家
成
立
期
に
お
け
る
「
府

県
」
の
性
格
と
、「
府
県
」
＝
国
家
、「
府
県
」
＝
地
域
住
民
の
関
係
性
と
の
変
化
過
程

を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
文
は
、
課
題
と
方
法
を
提
示
す
る
序
章
、
本
論
と
し
て

二
部
六
章
、
結
論
を
述
べ
る
終
章
の
、
計
八
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

序
章
で
は
、
ま
ず
日
本
近
現
代
史
の
研
究
に
お
い
て
、「
府
県
」
が
独
立
の
研
究
対

象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
地
方
自
治
」
研
究
で

は
主
に
町
村
が
考
察
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、「
府
県
」
を
中
央
政
府
の
出
先
機
関
と
見

な
す
傾
向
が
あ
る
。「
地
方
分
権
」
研
究
で
は
「
府
県
」
が
郡
区
町
村
と
共
に
中
央
政

府
と
対
峙
す
る
「
地
方
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
「
府
県
」
が
国
家
と

地
域
住
民
の
間
に
果
た
し
た
独
自
の
役
割
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
無
論
、
府
県
行
政
の
担
い
手
で
あ
っ
た
「
地
方
官
」
の
独
自
性
は
研
究
史
上
の

重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
一
個
人
に
対
す
る
検
討
と
「
府
県
」
の
全
体
像
の
解
明
と

の
間
に
は
な
お
距
離
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
従
来
歴
史
学
分
野

で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
府
県
庁
舎
営
繕
に
焦
点
を
当
て
た
。
庁
舎
は
府

県
行
政
を
収
容
す
る
空
間
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
営
繕
事
務
の
制
度
お
よ
び
実
態
が
、

府
県
に
ま
つ
わ
る
政
治
状
況
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
、
府
県
行
政

な
い
し
府
県
住
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
課
題
の
解
明
に
当
っ

て
、
本
論
文
で
は
、
中
央
政
府
、
府
県
庁
、
府
県
住
民
に
そ
れ
ぞ
れ
視
点
を
置
き
、
ま

た
従
来
多
く
使
わ
れ
て
い
る
中
央
政
府
の
史
料
の
ほ
か
、
各
府
県
所
蔵
の
行
政
文
書
や

地
方
新
聞
も
積
極
的
に
利
用
し
た
。

　

第
一
部
で
は
、
府
藩
県
三
治
制
の
成
立
か
ら
地
方
三
新
法
の
成
立
ま
で
（
一
八
六
八

│
一
八
七
八
年
）
の
時
期
を
考
察
対
象
と
し
た
。

　

第
一
章
で
は
、
府
県
庁
舎
営
繕
の
制
度
創
出
と
民
部
・
大
蔵
省
管
轄
期
の
営
繕
実
態

を
検
討
し
た
。
版
籍
奉
還
後
、
名
称
の
統
一
や
菊
御
紋
の
使
用
な
ど
、
全
国
一
致
の
「
庁

舎
」
が
府
藩
県
側
の
要
望
に
応
え
る
形
で
創
出
さ
れ
た
。
同
時
期
に
は
、
民
部
省
が
庁

舎
営
繕
の
官
民
費
重
層
の
財
政
負
担
方
式
を
規
定
し
、
の
ち
に
大
蔵
省
に
よ
っ
て
庁
舎

形
式
を
規
制
す
る
「
県
庁
建
家
坪
御
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
両
者
と
も
、

国
家
財
政
の
支
出
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
当
該
期
の
庁
舎
営
繕
は
、

府
県
合
併
に
よ
る
実
務
上
の
必
要
性
を
主
な
理
由
と
し
て
い
た
が
、
庁
舎
の
持
つ
象
徴

的
な
意
義
も
見
出
さ
れ
て
い
た
。
府
県
行
政
を
可
視
化
さ
せ
る
庁
舎
は
、
国
家
の
先
進

性
と
権
威
性
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
府
県
権
力
の
根
拠
を
示
す
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い

た
。
府
県
側
の
上
申
に
対
し
、
大
蔵
省
は
専
ら
国
家
歳
出
の
抑
制
を
重
視
し
て
い
た
が
、

地
方
官
が
提
示
し
た
規
定
以
上
の
民
費
、
あ
る
い
は
献
金
の
積
極
的
な
利
用
を
黙
認
し

て
い
た
一
面
も
見
ら
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
府
県
庁
舎
営
繕
事
務
が
、
大
蔵
省
か
ら
内
務
省
の
管
轄
に
移
さ
れ
て

以
降
の
、
営
繕
費
用
が
全
官
費
負
担
と
な
る
ま
で
の
時
期
を
考
察
し
た
。
内
務
省
設
置

後
ま
も
な
く
し
て
、
台
湾
出
兵
に
端
を
発
し
た
財
政
制
限
に
よ
っ
て
庁
舎
営
繕
事
務
は

停
滞
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
明
治
九
年
四
月
の
府
県
合
併
と
共
に
よ
う
や
く
再
開
さ

れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
「
県
庁
建
家
坪
御
規
則
」
に
代
わ
る
「
府
県
庁
舎
一
切
新
営
費

標
準
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
官
民
費
の
重
層
負
担
は
依
然
存
続
し
て
い
た
。
当
該
期
の

府
県
側
の
上
申
で
は
、
文
明
開
化
を
訴
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
代
わ
り
に
庁

舎
の
「
官
」
と
し
て
の
体
裁
を
維
持
す
る
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
地
方

官
た
ち
は
「
官
」
の
体
裁
を
維
持
す
る
た
め
、
国
家
の
財
政
困
難
と
い
う
問
題
を
踏
ま

え
、
規
定
以
上
の
民
費
あ
る
い
は
献
金
の
利
用
に
よ
る
官
費
の
節
約
と
い
う
手
段
の
採

明
治
前
期
の
府
県
庁
舎
営
繕

│
│
国
家
と
地
域
住
民
の
間
に
あ
る
「
府
県
」
│
│
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用
を
一
層
強
く
主
張
し
た
。
対
し
て
「
民
力
保
養
」
を
建
省
理
念
と
す
る
内
務
省
は
、

官
民
費
重
層
負
担
の
論
理
的
な
根
拠
と
し
て
、
府
県
庁
舎
が
官
庁
で
あ
り
な
が
ら
住
民

保
護
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
と
主
張
し
、
余
分
な
民
費
徴
収
や
献
金
拠
出
に
住
民
一

同
の
協
議
お
よ
び
そ
の
上
の
合
意
を
行
政
許
可
の
必
要
条
件
と
し
、
地
方
官
の
勝
手
な

行
動
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
行
政
的
な
制
約
に
は
限
度
が
あ
り
、
抜
本

的
な
制
度
改
正
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
考
察
を
加
え
た
。
官
民
費
の
重
層
負
担
に

対
し
、
地
方
官
の
多
く
は
、
府
県
庁
舎
を
中
央
省
庁
の
官
舎
と
同
質
の
も
の
と
み
な
し
、

営
繕
費
の
全
官
費
支
給
を
要
請
し
て
い
た
。
こ
れ
は
民
費
軽
減
策
の
一
環
と
し
て
明
治

十
年
に
実
現
さ
れ
た
が
、
内
務
大
書
記
官
の
松
田
道
之
は
、
か
つ
て
滋
賀
県
令
を
勤
め

て
い
た
時
か
ら
庁
舎
営
繕
は
府
県
レ
ベ
ル
の
事
務
で
あ
る
と
明
言
し
、
そ
の
費
用
を
府

県
公
費
で
支
弁
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
。
松
田
の
構
想
は
三
新
法
草
案
に
引
き
継
が

れ
、
庁
舎
営
繕
費
が
地
方
税
費
目
に
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
同
草
案
で
は
、
現
状
の
官
費

負
担
は
地
方
税
不
足
分
に
対
す
る
国
庫
補
助
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
該
費
目
は
地
方
官
会
議
に
お
い
て
圧
倒
的
な
多
数
の
反
対
に
あ
っ
て
削
除
さ
れ
て
し

ま
い
、
元
老
院
審
議
で
復
活
が
提
案
さ
れ
た
も
の
の
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

第
二
部
で
は
、
三
新
法
体
制
下
（
一
八
七
八
│
一
八
九
〇
年
）
に
お
け
る
府
県
庁
舎

営
繕
費
の
地
方
税
化
の
過
程
を
考
察
し
た
。

　

第
四
章
で
は
、
ま
ず
第
三
章
で
言
及
し
た
「
国
庫
補
助
」
と
い
う
考
え
方
が
政
府
内

に
伏
流
化
し
、
の
ち
に
府
県
庁
舎
営
繕
費
の
地
方
税
化
を
規
定
し
た
明
治
十
三
年
の
太

政
官
第
四
十
八
号
布
告
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
第
四
十
八
号

が
発
布
さ
れ
た
十
一
月
五
日
か
ら
、
正
式
に
発
効
す
る
ま
で
の
翌
年
七
月
一
日
ま
で
の

時
期
を
「
移
行
期
」
と
設
定
し
、
そ
の
期
間
中
の
営
繕
事
例
を
検
討
し
た
。
府
県
側
の

駆
け
込
み
上
申
に
対
し
、
中
央
政
府
は
官
費
に
よ
る
営
繕
が
、
あ
く
ま
で
地
方
税
不
足

分
に
対
す
る
国
庫
補
助
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
厳
守
し
、「
営
繕
の
必
要
性
」
と
「
補

助
の
必
要
性
」
の
両
方
が
説
明
さ
れ
て
い
る
上
申
だ
け
に
許
可
を
与
え
て
い
た
。
こ
こ

で
い
う
「
営
繕
の
必
要
性
」
は
、
そ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
て
き
た
政
治
刷
新
や
官
威
維
持

な
ど
行
政
側
の
要
求
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、「
民
意
」
の
有
無
が
重
視
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
「
補
助
の
必
要
性
」
に
は
府
県
会
に
か
け
る
の
が
不
穏
当
で
あ
る
と
い

う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
た
。
地
方
官
は
最
後
の
国
庫
補
助
を
得
る
た
め
、
一
方
で

は
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
て
政
府
の
意
図
を
把
握
し
、
他
方
で
は
「
民
意
」
を
調
達

な
い
し
誇
張
し
、
ひ
い
て
は
虚
構
を
構
え
て
す
ら
い
た
。
し
か
し
こ
の
過
程
に
お
い
て
、

府
県
庁
と
府
県
住
民
が
接
近
す
る
契
機
が
創
出
さ
れ
た
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
。

　

第
五
章
で
は
、
前
章
の
結
論
を
深
化
す
る
た
め
、
明
治
ゼ
ロ
年
代
か
ら
「
移
行
期
」

前
後
ま
で
の
時
期
を
対
象
に
、
地
方
新
聞
に
お
け
る
庁
舎
新
築
に
関
す
る
報
道
と
論
説

を
検
証
し
た
。
三
新
法
成
立
後
、
特
に
「
移
行
期
」
前
後
、
庁
舎
新
築
の
許
可
、
起
工
、

竣
工
情
報
が
積
極
的
に
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
庁
舎
を
内
部
ま
で
見
学
で
き
る

「
縦
覧
」
も
提
供
さ
れ
は
じ
め
た
。
府
県
住
民
と
府
県
庁
舎
の
接
近
を
図
っ
て
い
た
地

方
官
が
、
開
庁
式
で
述
べ
た
祝
辞
に
お
い
て
も
、
制
度
変
更
に
沿
っ
た
変
化
が
見
ら
れ

る
。明
治
十
年
代
初
頭
ま
で
の
「
官
」
の
体
面
を
強
調
す
る
発
言
に
代
わ
り
、「
移
行
期
」

に
は
「
府
県
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
「
官
」
が
「
民
」
を
リ
ー
ド
し
、「
民
」
が
「
官
」

に
従
う
と
い
う
「
牧
民
」
的
な
関
係
性
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
行
政

側
が
一
方
的
に
統
治
を
行
う
「
牧
民
」
像
に
対
し
、
新
聞
上
の
論
説
で
は
、
住
民
側
の

主
体
性
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
庁
舎
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
行
政
」、
議
事
堂

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
議
政
」
に
よ
る
官
民
共
治
的
な
「
府
県
像
」
が
語
ら
れ

て
い
た
。

　

第
六
章
で
は
、
府
県
庁
舎
営
繕
費
が
正
式
に
地
方
税
負
担
と
な
っ
た
後
の
営
繕
事
例

を
検
討
し
た
。
明
治
十
年
代
後
半
、
寄
附
金
に
よ
る
営
繕
が
府
県
会
の
審
議
を
通
す
こ

と
な
く
行
わ
れ
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
明
治
十
五
年
末
の
三
新
法

改
正
と
同
時
に
、
地
方
税
寄
附
収
入
の
府
県
会
議
定
権
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

寄
附
の
実
態
を
検
証
し
た
結
果
、
住
民
に
対
す
る
執
拗
な
勧
誘
に
加
え
、
府
県
官
吏
を

対
象
と
す
る
強
制
的
な
徴
収
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
明
治
二
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十
年
に
至
り
、
中
央
政
府
内
部
お
よ
び
住
民
側
の
批
判
を
受
け
、
勅
令
第
五
十
六
号
が

発
せ
ら
れ
、
翌
年
か
ら
地
方
税
寄
附
収
入
が
府
県
会
の
議
定
権
内
に
戻
さ
れ
た
。
府
県

会
審
議
を
経
た
事
例
か
ら
は
、
府
県
会
と
府
県
行
政
側
の
接
近
が
見
ら
れ
る
。
開
庁
式

の
祝
辞
に
お
い
て
は
、
一
方
的
な
「
牧
民
」
で
は
な
く
、「
官
民
一
致
の
和
衷
」
が
強

調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
対
し
て
、
か
つ
て
民
権
側
が
熱
望
し
て
い
た
議
事
堂
よ
り

も
、
庁
舎
の
営
繕
決
定
や
内
部
装
飾
の
豪
華
さ
の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一

方
で
は
、
新
庁
舎
情
報
の
発
信
、
開
庁
式
に
伴
う
「
祭
り
」
的
な
行
事
や
縦
覧
の
慣
例

化
に
よ
っ
て
、
住
民
の
庁
舎
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
新
聞
で
は
府
県
会
で
議
論
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
論
点
や
、
府
県
会
の
議
決
結
果
を
監
督
す
る
意
識
を
喚
起
す
る
記
事

も
登
場
し
は
じ
め
た
。

　

終
章
で
は
、
明
治
前
期
の
府
県
庁
舎
営
繕
を
制
度
と
実
態
の
側
面
か
ら
総
括
し
た
上

で
、「
公
共
空
間
」
と
し
て
の
「
府
県
」
の
成
立
を
展
望
し
た
。
三
新
法
体
制
は
元
来

個
々
の
町
村
な
い
し
組
合
町
村
を
単
位
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
民
費
を
府
県
レ
ベ
ル
に
引

き
上
げ
、「
地
方
税
」
と
い
う
枠
組
み
を
も
っ
て
統
一
し
た
と
同
時
に
、
従
来
国
家
財

政
か
ら
支
出
し
て
き
た
官
費
を
「
地
方
税
」
と
し
て
府
県
に
委
譲
し
た
一
面
も
あ
っ
た
。

そ
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
費
目
で
負
担
さ
れ
て
い
る
事
務
の
性
格
も
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
本
論
文
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
府
県
庁
舎
営
繕

費
の
財
政
負
担
方
式
の
変
化
に
従
っ
て
、
府
県
庁
舎
自
身
の
性
格
は
、
制
度
に
お
い
て

も
実
態
に
お
い
て
も
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
。
本
来
「
官
」
の
体
裁
の
具
現
と
し
て
「
民
」

と
対
峙
し
て
い
た
庁
舎
が
、
住
民
と
近
づ
き
つ
つ
、「
府
県
」
と
い
う
「
公
共
空
間
」

の
シ
ン
ボ
ル
と
化
し
て
い
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
家
財
政
の
地
方
税
へ
の
委
譲
に

は
、
確
か
に
地
方
の
財
政
負
担
を
増
や
し
た
一
面
も
あ
る
が
、
府
県
の
「
行
政
区
画
」

と
し
て
の
性
格
を
幾
分
か
払
拭
し
、「
住
民
社
会
独
立
の
区
画
」
と
し
て
の
性
格
を
府

県
行
政
側
に
も
住
民
側
に
も
意
識
さ
せ
た
一
面
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

「
公
的
空
間
」
と
し
て
の
「
府
県
」
の
成
立
が
促
進
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
公
共
性
の
あ
る
府
県
が
成
立
し
た
か
ら
こ
そ
、
土
木
費
な
ど
本
来
個
別
的

な
地
域
利
害
と
関
わ
る
も
の
が
、
は
じ
め
て
「
府
県
」
の
共
同
事
務
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
展
望
を
示
し
た
。
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鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
が
警
察
権
の
行
使
を
担
っ
た
と
す
る
見
解
は
、
権

門
体
制
論
・
東
国
国
家
論
い
ず
れ
に
お
い
て
も
一
致
し
て
い
よ
う
）
1
（

。
治
承
・
寿
永
の
乱

を
経
て
こ
の
機
関
が
現
出
し
た
と
い
う
川
合
康
氏
の
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
）
2
（

、
そ
の
過
程
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
武
士
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

第
一
節
で
は
武
士
に
関
す
る
膨
大
な
研
究
を
概
観
し
た
。
武
士
研
究
は
在
地
領
主
制

の
観
点
か
ら
始
ま
り
）
3
（

、
次
い
で
京
都
の
武
力
と
武
士
の
創
出
の
関
係
や
）
4
（

、
武
士
の
在
地

に
お
け
る
様
々
な
活
動
）
5
（

、
東
国
な
ら
で
は
の
武
士
を
生
み
出
す
特
質
や
）
6
（

、
当
該
期
の
東

ア
ジ
ア
政
権
と
の
比
較
か
ら
武
士
の
暴
力
性
・
好
戦
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
）
7
（

。

　

一
方
で
東
国
武
士
の
朝
廷
権
力
と
の
関
係
性
の
研
究
が
深
化
し
）
8
（

、
職
能
論
に
特
化
し

た
論
も
出
現
し
た
）
9
（

。

　

こ
の
他
に
も
武
士
と
都
市
の
関
係
や
）
10
（

、
一
族
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
広
域
的
な

支
配
の
在
り
方
）
11
（

、
一
族
間
の
分
業
体
制
な
ど
が
提
示
さ
れ
た
）
12
（

。
武
士
と
貴
族
の
関
係
を

論
じ
た
研
究
も
多
く
）
13
（

、
多
様
な
武
士
の
活
動
・
実
態
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
第
二
節
で
は
多
く
が
幕
府
の
構
成
員
と
な
っ
た
東
国
武
士
団
に
関
す
る
先
行

研
究
を
概
観
し
た
。
研
究
目
的
上
の
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
他
の
武
士
団
の
事
例
や
、
東

国
武
士
論
、
武
士
論
、
幕
府
論
な
ど
と
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
）
14
（

。

　

こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
、
幕
政
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
京
都
の
諸
勢
力
と
も
関
係
性

を
有
し
て
い
た
三
浦
氏
に
注
目
し
、
第
三
節
で
は
三
浦
氏
の
先
行
研
究
を
整
理
し
た
。

三
浦
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
を
代
表
す
る
御
家
人
と
し
て
従
来
か
ら
数
多

の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
幅
広
い
活
動
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
）
15
（

。
し

か
し
個
別
的
な
問
題
に
関
す
る
専
論
が
多
い
一
方
で
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
た
三
浦
一
族

の
位
置
付
け
は
充
分
に
成
さ
れ
て
い
な
い
。
幕
府
の
在
り
方
や
政
権
の
方
針
に
よ
っ
て

三
浦
氏
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
再
検
討
し
、
他
の
武
士
団
と
の
関
係
や
朝

廷
・
寺
社
勢
力
と
の
関
係
性
も
ふ
ま
え
、
武
士
論
や
幕
府
論
な
ど
を
視
野
に
入
れ
た
中

世
社
会
に
お
け
る
武
士
像
を
考
察
し
た
。

　

第
一
章
第
一
節
で
は
三
浦
氏
と
本
拠
地
相
模
国
の
国
務
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
義

澄
・
義
村
期
は
平
安
期
以
来
三
浦
氏
が
関
与
し
て
き
た
相
模
国
国
衙
在
庁
に
連
な
る
交

通
・
宗
教
に
関
わ
る
職
務
を
担
っ
て
い
た
）
16
（

。
相
模
国
守
護
に
つ
い
て
は
、
国
内
で
の
検

断
沙
汰
の
活
動
は
確
認
で
き
な
い
が
、
内
外
に
同
国
を
代
表
す
る
武
士
と
し
て
、
守
護

と
認
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。
ま
た
、
義
澄
は
源
頼
朝
の
重
臣
と
し
て

個
別
的
な
関
係
を
築
き
、
義
村
は
和
田
合
戦
後
相
模
国
内
の
在
地
武
士
が
ほ
と
ん
ど
疲

弊
し
て
し
ま
っ
た
中
で
代
表
的
な
武
士
団
の
惣
領
と
し
て
、
ま
た
執
権
義
時
・
泰
時
の

姻
族
と
し
て
、
泰
村
は
経
時
の
叔
父
と
し
て
、
ま
た
時
頼
を
支
え
る
宿
老
や
評
定
衆
と

し
て
い
ず
れ
も
幕
政
の
中
心
的
な
位
置
に
あ
っ
た
。

　

第
二
節
で
は
三
浦
氏
が
中
心
的
に
関
係
す
る
貴
人
の
訪
問
の
饗
応
に
つ
い
て
分
析
し

た
。
三
浦
地
域
へ
の
渡
御
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
か
ら
近
い
景
勝
地
で
あ
る
こ
と
が
大
き

な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
頼
朝
期
は
三
浦
義
明
や
佐
奈
田
義
忠
な
ど
功
臣

を
懐
旧
し
、
一
族
の
惣
領
で
あ
る
義
澄
と
の
関
係
を
重
視
す
る
意
味
も
あ
っ
た
。
実
朝

期
は
公
家
文
化
の
導
入
が
渡
御
に
も
見
ら
れ
る
一
方
、
和
田
合
戦
を
境
に
渡
御
を
迎
え

る
義
村
が
一
族
の
惣
領
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
と
見
な
し
う
る
と
し
た
。
義
時
や

泰
時
に
よ
る
三
浦
や
田
村
へ
の
渡
御
も
行
わ
れ
た
が
、
寛
喜
年
間
以
降
は
幕
府
の
政
策

方
針
に
よ
っ
て
遊
覧
的
な
渡
御
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
幕
府
儀
礼
が
整

東
国
武
士
と
中
世
社
会

│
│
三
浦
氏
を
中
心
と
し
て
│
│

日
向
寺
　
朋
　
子
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備
さ
れ
る
中
で
、
泰
村
邸
が
方
違
え
や
御
行
始
の
渡
御
先
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

第
三
節
で
は
三
浦
氏
の
関
東
地
方
に
お
け
る
様
相
を
検
討
し
た
。
中
世
の
関
東
地
方

に
は
利
根
川
流
域
及
び
江
戸
湾
世
界
と
、
鬼
怒
川
流
域
及
び
香
取
内
海
（
霞
ヶ
浦
）
世

界
が
存
在
し
、
二
つ
の
世
界
の
在
地
勢
力
は
水
陸
両
方
の
交
通
網
を
駆
使
し
て
盛
ん
に

交
流
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
17
（

。
そ
の
上
で
宝
治
合
戦
に
お
い
て
三
浦
氏
方
に
付

い
た
関
氏
や
春
日
部
氏
、
ま
た
房
総
方
面
の
諸
勢
力
と
の
関
係
性
か
ら
、
江
戸
湾
沿
岸

及
び
古
利
根
川
水
系
・
霞
ヶ
浦
に
つ
な
が
る
鬼
怒
川
水
系
を
介
し
た
内
海
世
界
に
お
け

る
広
汎
な
他
氏
と
の
結
び
つ
き
を
示
唆
し
た
。

　

第
二
章
か
ら
は
西
国
に
視
点
を
移
し
、
第
一
節
で
は
西
国
所
職
を
再
検
討
し
、
ま
た

包
括
的
に
捉
え
な
お
し
た
。
河
内
・
和
泉
・
紀
伊
・
讃
岐
国
守
護
職
に
つ
い
て
は
流
通

経
済
や
検
断
沙
汰
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
土
佐
国
は
義
村
が
承

久
の
乱
以
前
か
ら
守
護
職
を
有
し
て
い
た
た
め
守
護
の
影
響
力
も
強
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
し
た
。
そ
し
て
承
久
の
乱
後
、
没
官
と
な
っ
た
西
国
の
多
く
の
地
域
に
所
領
や

守
護
職
を
与
え
ら
れ
て
い
く
の
は
、
政
権
を
握
る
北
条
氏
に
近
く
、
水
上
の
諸
活
動
に

長
け
、
西
国
と
の
関
係
が
強
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
讃
岐
国
の
海
賊
討
伐

の
事
例
か
ら
、
太
平
洋
側
の
畿
内
近
国
及
び
近
海
を
守
護
す
る
側
面
を
指
摘
し
た
。

　

第
二
節
で
は
京
都
の
朝
廷
や
寺
社
勢
力
と
三
浦
氏
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
三
浦
氏

は
平
安
期
以
来
滝
口
武
士
な
ど
と
し
て
院
に
祗
候
す
る
一
方
、
義
村
の
代
で
土
佐
国
守

護
職
や
九
条
家
、
賀
茂
社
と
の
関
係
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
承
久
の
乱
に
お
い
て

朝
廷
の
重
要
事
項
処
理
の
局
面
に
当
た
る
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
し
た
。
こ
れ
ら
が
乱

後
西
国
に
勢
力
を
伸
張
す
る
基
盤
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
二
三
〇
年
代
後
半

に
頻
出
す
る
三
浦
一
族
の
官
位
獲
得
に
つ
い
て
は
、
九
条
頼
経
の
上
洛
と
関
係
す
る
の

で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。
こ
う
し
た
京
都
の
諸
勢
力
と
の
深
い
関
係
性
が
宝
治
合
戦

後
の
京
都
方
の
諸
事
延
引
・
中
止
に
繋
が
っ
た
と
し
た
。

　

第
三
章
で
は
宝
治
合
戦
後
、
事
実
上
三
浦
一
族
を
継
承
す
る
佐
原
氏
を
追
っ
た
。
第

一
節
で
は
宝
治
合
戦
ま
で
の
佐
原
氏
の
様
相
を
再
検
討
し
た
。
三
浦
佐
原
氏
が
確
立
す

る
以
前
、
北
条
氏
と
の
関
係
性
や
西
国
所
職
に
よ
っ
て
佐
原
氏
内
部
に
お
い
て
も
家
連

流
や
光
盛
流
と
い
っ
た
諸
家
の
勢
力
の
伸
縮
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
合
戦
後
、

光
盛
・
盛
時
・
時
連
は
そ
れ
ぞ
れ
佐
原
氏
の
惣
領
職
・
三
浦
介
・
検
非
違
使
な
ど
と
い
っ

た
役
割
の
分
掌
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
）
18
（

、
そ
れ
ら
は
建
長
年
間
を
通
じ
て
徐
々
に
明

確
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
盛
時
系
は
三
浦
氏
宗
家
の
有
し
て
い
た
所
領
や
所
職
を
受

け
継
い
だ
形
跡
は
無
い
が
、
三
浦
介
が
一
族
の
代
表
と
し
て
担
っ
て
き
た
幕
府
の
所
役

に
は
関
与
し
続
け
た
。

　

第
二
節
で
は
三
兄
弟
以
降
の
三
浦
佐
原
氏
の
展
開
を
検
討
し
た
。「
六
条
八
幡
宮
造

営
用
途
注
文
」
な
ど
か
ら
、
北
条
氏
や
安
達
氏
、
小
山
・
千
葉
氏
ら
に
比
し
て
勢
力
は

劣
る
が
、
相
模
国
に
拠
点
を
置
く
、
在
鎌
の
有
力
御
家
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、

時
連
系
は
鎌
倉
末
期
に
は
検
非
違
使
や
西
国
国
守
に
任
じ
ら
れ
、
三
浦
佐
原
氏
内
に
お

い
て
突
出
し
た
権
勢
を
確
立
し
、
幕
府
の
有
力
者
に
交
じ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

終
　
章

　

三
浦
氏
を
通
し
て
中
世
社
会
に
生
き
る
東
国
武
士
を
捉
え
直
す
と
ど
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
か
。
秋
山
哲
雄
氏
は
関
東
地
方
の
有
力
武
士
団
が
分
業
体
制
を
と
っ
て
い
た

と
し
て
い
る
が
、
北
条
氏
に
関
し
て
は
鎌
倉
を
拠
点
と
し
た
た
め
に
、
十
三
世
紀
半
ば

以
降
「
幕
府
の
役
職
を
独
占
し
て
い
」
っ
た
と
し
て
い
る
）
19
（

。
こ
れ
は
在
国
と
在
鎌
が
地

理
的
に
ほ
ぼ
同
義
で
、
惣
領
が
鎌
倉
に
常
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
三
浦
氏
の
活
動

の
形
態
と
近
い
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
的
な
由
緒
や
事
件
を
背
景
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も

の
に
加
え
て
、
相
模
国
三
浦
郡
を
拠
点
と
し
た
地
理
的
要
因
も
多
分
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
東
国
武
士
は
武
士
・
御
家
人
と
い
っ
た
職
制
を
核
に
し
て
、
在
地
領
主
的
に
は

そ
の
地
理
的
枠
組
み
を
深
化
さ
せ
、
或
い
は
諸
勢
力
と
の
関
係
性
に
お
い
て
は
幾
重
も



優
秀
修
士
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概
要
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の
枠
組
み
を
そ
の
都
度
活
用
し
た
り
広
げ
た
り
し
て
中
世
社
会
を
生
き
て
い
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。

注

（
1
）　

黒
田
俊
雄
「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」（『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
一
九

九
四
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）、
佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八

三
年
）

（
2
）　

川
合
康
『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

（
3
）　

石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』（『
石
母
田
正
著
作
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
四
六
年
）、
安
田
元
久
『
塙
選
書
三
八　

武
士
団
』（
塙
書
房
、
一

九
六
四
年
）

（
4
）　

森
田
悌
「
摂
関
期
に
お
け
る
検
非
違
使
」（『
平
安
時
代
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
年
、
初
出
一
九
七
二
年
）、
上
横
手
雅
敬
「
平
安
時
代
の
内
乱
と
武
士
団
」（『
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
五　

中
世
社
会
の
形
成
』
学
生
社
、
一
九
七
二
年
）

（
5
）　

戸
田
芳
実
「
武
士
団
の
成
長
」（
武
者
小
路
穣
ほ
か
編
『
日
本
的
生
活
の
基
点
』
日
本

生
活
文
化
史
第
三
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四
年
）

（
6
）　

石
井
進
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
」（『
石
井
進
著
作
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

五
年
、
初
出
一
九
六
九
・
一
九
七
一
年
の
編
成
）、
同
「
中
世
武
士
と
は
な
に
か
」（
同
前
、

初
出
一
九
八
五
年
）

（
7
）　

入
間
田
宣
夫
「
守
護
・
地
頭
と
領
主
制
」『
講
座
日
本
歴
史
』
三
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
四
年
）、
同
『
日
本
の
歴
史
七　

武
者
の
世
に
』（
集
英
社
、
一
九
九
一
年
）

（
8
）　

野
口
実
『
坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』（
弘
生
書
林
、
一
九
八
二
年
）、
同
『
東
国
武

士
と
京
都
』（
同
成
社
、
二
〇
一
五
年
）

（
9
）　

高
橋
昌
明
「
中
世
成
立
期
に
お
け
る
国
家
・
社
会
と
武
力
」（『
日
本
史
研
究
』
四
二
七

号
、
一
九
九
八
年
）

（
10
）　

三
浦
圭
一
「
中
世
の
分
業
流
通
と
都
市
」（『
大
系
日
本
国
家
史
』
二　

中
世
、
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）、
保
立
道
久
「
荘
園
制
支
配
と
都
市
・
農
村
関
係
」（『
歴
史

学
研
究
別
冊
特
集　

世
界
史
認
識
に
お
け
る
民
族
と
国
家
』
一
九
八
七
年
十
一
月
）

（
11
）　

高
橋
修
「
中
世
前
期
の
在
地
領
主
と
「
町
場
」」（『
歴
史
学
研
究
』
七
六
八
号
、
二
〇

〇
二
年
・
二
〇
一
〇
年
）

（
12
）　

秋
山
哲
雄
「
都
市
鎌
倉
の
東
国
御
家
人
」（『
北
条
氏
権
力
と
都
市
鎌
倉
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）

（
13
）　

長
村
祥
知
「
後
鳥
羽
院
政
期
の
在
京
武
士
と
院
権
力
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌
倉
時
代

の
権
力
と
制
度
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

（
14
）　

宇
都
宮
氏
に
関
し
て
は
特
に
京
都
と
在
地
・
鎌
倉
と
が
連
動
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
も

さ
れ
て
い
る
（
山
本
隆
志
「
関
東
武
士
の
在
京
活
動
│
宇
都
宮
頼
綱
を
中
心
に
│
」（『
史

潮
』
新
六
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
））。

（
15
）　

高
橋
秀
樹
『
三
浦
一
族
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

（
16
）　

大
澤
泉
「
相
模
国
の
知
行
体
制
と
地
域
秩
序
の
形
成
」（『
三
浦
一
族
研
究
』
第
十
九
号
、

二
〇
一
五
年
）

（
17
）　

鈴
木
哲
雄
『
中
世
関
東
の
内
海
世
界
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
滝
川
恒
昭
「
中

世
東
国
海
上
交
通
の
限
界
・
制
約
と
そ
の
対
策
」（『
中
世
東
国
の
世
界
』
二　

南
関
東
、

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

（
18
）　

鈴
木
か
ほ
る
「
鎌
倉
後
期
の
三
浦
佐
原
氏
の
動
向
」（『
三
浦
一
族
研
究
』
第
四
号
、
二

〇
〇
〇
年
）、
同
「
宝
治
の
乱
後
の
三
浦
氏
│
鎌
倉
幕
府
滅
亡
ま
で
│
」（『
三
浦
一
族
研

究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
一
年
）

（
19
）　

秋
山
哲
雄　

前
掲
注（
12
）


